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伊佐市農業委員会第１回総会議事録 

 
１．開催日時  令和３年４月28日（水）午前９時00分から９時50分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （23人） 

    
    会  長        13番委員 
    委  員 
     

農業委員 農地利用最適化推進委員

2 番委員 10 番委員 1 番推進委員 8 番推進委員

4 番委員 11 番委員 2 番推進委員 9 番推進委員

5 番委員 12 番委員 3 番推進委員 10 番推進委員

6 番委員 4 番推進委員 11 番推進委員

7 番委員 5 番推進委員 13 番推進委員

9 番委員 6 番推進委員 15 番推進委員

7 番推進委員

     

４．欠席委員  （２人） 
      
５．議事日程 
 

  第１ 会議録署名委員の指名  12番委員    ２番委員  

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 
議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について 
議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・編

入）申出」の意見決定について 
議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」の処分決定について 
議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定について 
議案第６号「非農地証明願」について 

６．農業委員会事務局職員 

          事 務 局 長     農地振興係長    
農地振興係書記    農地振興係書記   
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【開始時間  午前９時００分】 

 

事 務 局 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

おはようございます。只今より、令和３年度 第１回農業委員会総会を

開催いたします。姿勢を正してください。一同礼。 

本日は、８番農業委員が欠席ですが、出席人数は１０名で、規定に達し

ておりますので総会は成立いたします。会長お願いします。 
 

皆様おはようございます。 
今また第３期の緊急事態宣言が東京、大阪等で出ております。体には気

を付けて活動をお願いいたします。鹿児島の貸したい借りたい総点検戸別

訪問をしていただいておりますが、新型コロナウイルス感染対策をしっか

りとって、来月の総会までにお願いしたいと思います。 
本日の議事録署名委員を指名いたします。１２番農業委員と２番農業委

員に、お願いいたします。 
ただいまより総会を始めます。 

 
―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について、報告１号「農地法第１８条第６項の

規定による通知」をお願いいたします。 

 

報告１号 農地法第１８条第６項の規定による通知につきまして、資料

１ページから６ページまで農業経営基盤強化促進法による解約が２２件

です。以上報告いたします。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し委員番号をお願いいた

します。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 
なしということですので、只今から議案の審議に入ります。 

 

議案第1号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定

について、貸借についてご説明申し上げます。 

４０ページをご覧ください。 

期間は１年から４０年で面積は、合計703,786㎡で利用権を設定する者
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の数は１８５人、設定を受ける者の数は１０１人です。土地の詳細は資料

７ページから３９ページ、１９３件です。以上で説明を終わります。 

ご審議方よろしくお願いいします。 

 

 只今、事務局の報告が終わりました。委員の皆さんご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第１号事務局の報告のとおり、決定することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」

に係る意見については決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」にかかわる処分決定

について提案いたします。 

それでは整理番号１番から１３番まで、一括で報告をお願いします。ご

意見・ご質問は、全ての報告終了後お願いいたします。 

 
整理番号１番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１番につきまして、去る４月２０日に現地調査をいたしましたの

で、私４番が報告いたします。 

申請人 ＴＭさんは、伊佐市大口白木に居住され、年齢は５１歳です。 

渡し人 ＡＨさんは、熊本県熊本市中央区帯山に居住され、年齢は７６

歳です。 

申請地は、伊佐市大口下殿字日観田１２６ほか２筆で、地目は田、地積

は１，９８６㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は７１，４６０㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、四方田で良く管理された農地です。経営意欲はあり農機具等

は完備されています。通作距離も５００ｍと問題ない距離です。 



 4

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号２番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

整理番号２番につきまして、去る４月２３日に現地調査をいたしました

ので、私１０番が報告いたします。 

申請人 ＭＯさんは、伊佐市大口大田に居住され、年齢は６２歳です。 

渡し人 ＫＭさんは、伊佐市大口大田に居住され、年齢は６３歳です。 

申請地は、伊佐市大口大田字川原田１０３番地１で、地目は田、地積は

９４３㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は備考欄にある２，８１６㎡に今回の申請面積を合計し

た３，７５９㎡で取得可能面積であります。農業従事者は１名で、通作距

離は約０．３ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経営意欲はあり農

機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証

明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号３番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

整理番号３番につきまして、去る４月２３日に現地調査をいたしました

ので、私２番が報告いたします。 

申請人 ＮＳさんは、伊佐市大口大島に居住され、年齢は８２歳です。 

渡し人 ＡＨさんは、熊本県熊本市中央区帯山に居住です。 

申請地は、伊佐市大口大島字樋掛２２１番地で、地目は田、地積は６５

９㎡で所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は１３，３７６㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は３名で、通作距離は約１ｋｍ以内で、現況は良く管理された農地です。

経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証

明書、字図等が添付してあります。 
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議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号４番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

整理番号４番につきまして、去る４月２３日に現地調査をいたしました

ので、私１０番が報告いたします。 

申請人 ＨＫさんは、伊佐市大口木ノ氏に居住され、年齢は６６歳です。 

渡し人 ＫＫさんは、いちき串木野市大原町に居住です。 

申請地は、伊佐市大口木ノ氏字村ノ前１５６１番地２で、地目は田、地

積は２１５㎡で所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は、総会資料２ページ整理番号６番の合意解約されまし

た３，４３５㎡と今回の申請面積と合計した５，３６５㎡で取得可能面積

であります。農業従事者は２名で、通作距離は約０．１ｋｍで、現況は良

く管理された農地です。経営意欲はあり農機具等は完備されております。

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当しな

いと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証明

書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わり

ます。 

 

整理番号５番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 

整理番号５番につきまして、去る４月２０日に現地調査をいたしました

ので、私４番が報告いたします。 

申請人 ＭＭさんは、伊佐市大口田代に居住され、年齢は４６歳です。 

渡し人 ＹＨさんは、伊佐市大口田代に居住され、年齢は７９歳です。 

申請地は、伊佐市大口田代字霞山２４６番地１で、地目は畑、地積は１，

８５３㎡で所有権移転売買になります。 

申請地は、受人の経営面積は、１１，３９３㎡で取得可能面積でありま

す。農業従事者は２名で、通作距離は約３０ｍで、現況は良く管理された

農地です。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証

明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わり

ます。 
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議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理番号６番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

整理番号６番につきまして、去る４月２３日に現地調査をいたしました

ので、私９番が報告いたします。 

申請人 ＴＴさんは、伊佐市菱刈市山に居住され、年齢は６７歳です。 

渡し人 ＳＹさんは、栃木県宇都野宮市清原台に居住です。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字弓掛３９０１番地３ほか３筆で、地目は田、

地積は合計６，５７３㎡で所有権移転売買になります。 

申請地は、山間の水田の一群の中にあり良く管理されておりました。受

人の経営面積は、３３２，８９５㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約３ｋｍで、現況は良く管理された農地です。経

営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証

明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わり

ます。 

 

整理番号７番、８番について、７番農業委員の報告を求めます。 

 

整理番号７番につきまして、去る４月２３日に現地調査をいたしました

ので、私７番が報告いたします。 

申請人 ＭＫさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され、年齢は６８歳です。 

渡し人 ＮＭさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され、年齢は７８歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字青木元２７１２番地で、地目は田、地積は

２９５㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は、１６，０９７㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は１名で、通作距離は約０．５ｋｍ以内で、現況は良く管理された農

地です。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証

明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。引き続きまして、 

整理番号８番につきまして、去る４月２３日に現地調査をいたしました

ので、私７番が報告いたします。 

申請人 ＭＫさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され、年齢は６８歳です。 

渡し人 ＮＴさんは、姶良市加治木町新生町に居住です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字青木元２７１３番地ほか１筆で、地目は田、
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議 長 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地積は合計２，９１８㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は、１６，０９７㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は１名で、通作距離は約０．５ｋｍ以内で、現況は良く管理された農

地です。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証

明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わり

ます。 

 

整理番号９番、１０番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

整理番号９番につきまして、去る４月２５日に現地調査をいたしました

ので、私６番が報告いたします。 

申請人 ＫＫさんは、伊佐市大口田代に居住され、年齢は４１歳です。 

渡し人 ＭＳさんは、伊佐市大口田代に居住され、年齢は５３歳です。 

申請地は、伊佐市大口田代字澤渡１４７１番地で、地目は田、地積は８

０３㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は、２１，３５５㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は約７０ｍで、現況は良く管理された農地です。

経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証

明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたします。引き続きまして、 

整理番号１０番につきまして、去る４月２６日に現地調査をいたしまし

たので、私６番が報告いたします。 

申請人 ＫＩさんは、伊佐市大口宮人に居住され、年齢は７９歳です。 

渡し人 ＩＭさんは、伊佐市大口宮人に居住され、で年齢は６２歳です。 

申請地は、伊佐市大口宮人字平田１６７９番地２で、地目は田、地積は

合計８８７㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は、４２，６７３㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は約５０ｍで、現況は良く管理された農地です。

経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証

明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わり
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議 長 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ ２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ます。 

 

整理番号１１番について、５番農業委員の報告を求めます。 

 

整理番号１１番につきまして、去る４月２３日に現地調査をいたしまし

たので、私５番が報告いたします。 

申請人 ＴＭさんは、伊佐市大口小木原に居住され、年齢は４７歳です。 

渡し人 ＴＥさんは、大阪府高槻市大蔵司１丁目に居住です。 

申請地は、伊佐市大口山野字向井野８３０番地で、地目は田、地積は５

２０㎡で所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は、１６，０７５㎡で取得可能面積であります。議案第

１号整理番号１７８番、父親からの貸借で新規就農し営農計画書が提出さ

れています。農業従事者は２名で、通作距離は約１ｋｍで、現況は良く管

理された農地です。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証

明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わり

ます。 

 

整理番号１２番について、１２番農業委員の報告を求めます。 

 

整理番号１２番につきまして、去る４月２３日に現地調査をいたしまし

たので、私１２番が報告いたします。 

申請人 ＹＹさんは、伊佐市菱刈前目に居住され、年齢は７６歳です。 

渡し人 ＮＳさんは、伊佐市菱刈前目に居住され、年齢は７０歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字築山１７７４番地で、地目は田、地積は３

２７㎡で所有権移転贈与になります。 

贈与の理由として、Ｍさんの水田の一角が今回の申請地であり狭小で耕

作がしにくいため、Ｍさんへの贈与となったものです。 

受人の経営面積は、３３，７４１㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は約５０ｍで、現況は良く管理された農地です。

経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証

明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わり

ます。 
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議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

整理番号１３番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

整理番号１３番につきまして、去る４月１７日に現地調査をいたしまし

たので、私１１番が報告いたします。 

申請人 ＨＳさんは、伊佐市菱刈前目に居住され、年齢は４８歳です。 

渡し人 ＨＳさんは、鹿児島市永吉２丁目に居住です。 

申請地は、伊佐市菱刈前目字都丸２９３０番地ほか５筆で、地目は田、

地積は合計２，６６８㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は、１９，８２８㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は約０．１ｋｍで、現況は良く管理された農地で

す。経営意欲はあり農機具等は完備されております。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証

明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わり

ます。 

 

報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番から１３番について、許可することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１番から１３番については許可が決定いたし

ました。 

 議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数１３件について、１３件の許可が処分決定しました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（除外）申出」の意見決

定について提案いたします。整理番号１番について、１１番農業委員の報

告を求めます。 
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１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

５ 番 

整理番号１番につきまして、去る４月２３日、申請人代理のＭ行政書士

立会いのもと、５番推進委員と私１１番農業委員の２名で共同調査をしま

したので１１番農業委員が報告します。 

申請人は、伊佐市菱刈南浦に居住のＯＹさん、年齢は６６歳です。申請

地は、伊佐市菱刈川北字郷原２８６７番地１ほか１筆で、地目は田、面積

は合計で８８７㎡です。現況は田です。周囲の状況は、東側が宅地、北側

が元宅地、西側が国道、南側が堤防で、将来５条申請をされる計画です。

この申請は、具体的な転用計画があり周囲の農地への影響はないと思われ

ます。 
以上のような理由により、除外は妥当と判断致しました。添付書類とし

て、農用地利用計画変更申出書、全部事項証明書、事業計画書等が添付さ

れています。 
調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において適切であ

ると判断しましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 
 

１１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、意見決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１番については、意見が決定いたしました。 

 
議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（除外）申出」の意見決

定について、申請件数１件について、１件の意見が決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、整理番号１番について、５番農業委員の報告を求めます。 
 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につ
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農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

いて、整理番号１番について、去る４月２３日、申請人のＭＴさんの両親

と代理人Ｔ行政書士さん立会いのもと、６番推進委員、７番推進委員私５

番農業委員の３名で共同調査をしましたので、５番が報告いたします。 

 申請人ＭＴさんは、伊佐市大口里に居住され、年齢は５１歳です。 

申請地は、伊佐市大口山野字内山４８１５番地２で、地目は田、地積は

２９６㎡です。 

農地区分は第１種農地で集落接続の農地となっており、転用目的は一般

住宅として利用するものです。申請地は、東は田、西は宅地、南は宅地、

北は道路であり、周囲に与える影響はないと思われます。転用目的は一般

住宅となっておりますが、隣接農地については、盛土を行う、擁壁を設け

るなど計画書に記載された処置をとるため、支障はないものと思われます

が、現況は宅地として既に整地されておりました。平成１９年４月に宅地

にしてしまったため、始末書が添付されております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、被害防除計画書、被害

防除に関する誓約書、転用に関する誓約書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

５番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１番は、処分決定いたしました。 

 

議案第４号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数１件について、１件が処分決定しました。 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ
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２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

いて、整理番号１番、２番農業委員の報告を求めます。 

 
議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１番について、去る４月２３日、申請人のＮＴさん

立会いのもと、２番推進委員、８番推進委員、私２番農業委員の３名で共

同調査をしましたので、２番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口目丸に居住するＮＴさんです。 

譲渡人は、神奈川県小田原市荻窪に居住されているＳＫさんです。本申

請は所有権移転贈与で農地区分は第２種その他農地で、転用目的は植林で

す。内容として杉４２５本、クヌギ７００本を植林する計画です。 

申請地は、伊佐市大口目丸字星ヶ峯１２７９番地１ほか１筆で、地目は

畑、面積の合計は３，７５０㎡です。 

所在地は、東西南北山林であり周囲に与える影響はないと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書等が添付されてお

ります。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１番は、処分決定いたしました。 

 
整理番号２番について、７番農業委員の報告を求めます。 

 
議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号２番について、去る４月２３日、申請人のＮＫさん

の代理人Ｔ行政書士立会いのもと、９番推進委員、１０番推進委員、私７
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

農業委員の３名で共同調査をしましたので、７番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市菱刈田中に居住するＮＫさんです。年齢は２７歳です。 

譲渡人は、伊佐市菱刈田中に居住のＮＭさんで、年齢は８３歳です。本

申請は所有権移転贈与であります。 

申請地は、伊佐市菱刈田中字柳町８３１番地４で、地目は畑、地積は４

９９㎡です。転用目的は、一般住宅です。 

所在地は、東、西、北は畑、南は宅地であり周囲に与える影響はないと

思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、被害防除計画書、被害

防除に関する誓約書、転用に関する誓約書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

７番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号２番は、処分決定いたしました。 

 
整理番号３番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 
議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号３番について、去る４月２３日、申請人の代理人Ｔ

行政書士立会いのもと、１１番推進委員、１３番推進委員、私１０農業委

員の３名で共同調査をしましたので、１０番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口里に居住するＳＤさんです。年齢は３５歳です。 

譲渡人は、霧島市国分重久に居住のＭＴさんです。本申請は所有権移転

売買で一般住宅として利用するものです。 

申請地は、伊佐市大口大田軍神２２０６番地１０ほか１筆で、地目はい

ずれも畑、地積は合計３５１㎡です。農地区分は第２種農地その他の農地
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

です。 

所在地は、南側は宅地、東側は畑、北側は道路、西側は宅地であり周囲

に与える影響はないと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書等が添付されてお

ります。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号３番は、処分決定いたしました。 

 
整理番号４番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 
議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号４番について、去る４月２３日、申請人の代理人Ｆ

行政書士立会いのもと、２番推進委員、８番推進委員、私２農業委員の３

名で共同調査をしましたので、２番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口原田に居住するＭＫさん外１名です。 

譲渡人は、伊佐市大口原田に居住のＭＫさんで、年齢は６１歳です。本

申請は使用貸借権設定で、農地区分は第２種農地その他農地となってお

り、転用目的は一般住宅及び通路です。 

申請地は、伊佐市大口大田長尾２０６－２ほか１筆で、地目はいずれも

畑、地積は３４０㎡が宅地、８７㎡が通路の合計４２７㎡です。 

所在地は、東側は畑、西側は畑、南側は道路、北側は宅地であり周囲に

与える影響はないと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、被害防除計画書、被害
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防除に関する誓約書、転用に関する誓約書等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号４番は、処分決定いたしました。 

 
議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数４件について、４件が処分決定いたしました。 

 
―――――――― 議案第６号 ―――――――― 

 

議案第６号「非農地証明願」について提案いたします。 
整理番号１番について、事務局の報告を求めます。 

 
議案第６号非農地証明願について、整理番号１番につきまして、去る

４月１６日、申請人の代理人Ｍ行政書士立合いのもと、事務局で現地調査

を行いましたので報告いたします。 
申請人ＦＦさんは、宮崎県小林市真方に居住です。 
申請地は、伊佐市大口里字丸尾山１５８７番地３、地目は畑、地積は

３３０㎡です。 
所在地は、北側と南側は宅地、東側と西側は道路を挟んで宅地です。 
非農地になった時期及び理由としては、昭和６２年に隣接地に住宅を

建築して以来、駐車場として利用しているとのことです。なお、隣接地に

居住するＭＲさんより昭和６２年から不耕地であったことの証明書が添

付してあります。 
調査の結果、この申請については既に農地性は喪失しており、農地へ
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の復旧は困難であると判断しました。 
添付書類として、非農地証明願、全部事項証明書、字図、委任状等が

提出されています。 
以上で報告を終わります。委員皆様方のご審議方よろしくお願いいた

します。 
 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はござい

ませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

議案第６号「非農地証明願」について１件申請のうち１件の許可が決定

いたしました。 

 
その他。事務局お願いします。 

  
総会資料の最終ページをお開きください。４月の月例報告をします。 
９日、４月の定例常設審議委員会が鹿児島市でありました。 

２３日、現地調査を一斉にしております。２８日、本日ですが第１回

農業委員会の総会です。 

５月の行事予定ですが、１０日に５月の定例常設審議委員会が鹿児島市

であります。２１日が現地調査です。２８日が第２回の農業委員会の総会

です。 
月例報告は以上です。 
また、９日開催の定例常設審議委員会におきまして、定例委員会時の総

会資料につきましては、個人情報等が含まれているため、会議終了後に事

務局で回収したとのことでありました。伊佐市農業委員会においても、今

後は同様に取り扱いたいと考えております。よろしくお願いします。また、

これまで配布しました総会資料につきましても、事務局で回収の上処分い

たしますので、事務局にお届けくださいますようお願い申し上げます。 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 
 

伊佐市農業委員会 

 
 

会     長    会  長     
 

伊佐市農業委員    １２ 番      

                   

伊佐市農業委員     ２ 番     
 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
他にないでしょうか。 
 

以上で、令和３年度 第１回農業委員会総会を終わります。 

姿勢を正してください。 

一同礼。 
 

おつかれ様でした。 

 

 

 

 

【終了時間  午前９時５０分】 

 

 

  

 


